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１ 実地指導と監査について 

 

札幌市では、利用者の自立支援や尊厳の保持を念頭に置き、介護給付等対象サービスの

取扱いや介護報酬の請求に関する事項について、その周知徹底と遵守を図ることを指導の

方針としています 

(1) 実地指導 

○ 事業所において書類の確認や管理者からのヒアリングを行います。 

○ 関係法令や指定基準を遵守した運営が行われているか確認します。適切な運営が行

われていない場合は、是正するよう指導します。 

○ 各種加算について、算定要件を満たしているか確認します。不適切な報酬請求が行

われていた場合は、過誤調整が必要となります。 

 

(2) 監査 

○ 重大な違反や報酬の不正請求などが疑われる場合に監査を行います。 

○ 監査の結果、不正の事実が確認された場合は、改善勧告・命令、指定の一部又は全

部の停止や取り消し等の行政処分を行います。 

○ 実施指導において、利用者の生命の危険や報酬請求における著しい不正が確認され

た場合は、監査に切り替わることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・札幌市介護保険施設等指導監査要綱（平成 30年 4 月 1日改訂） 

札幌市ホームページに掲載しています。 
・http://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/h24shidoukansayoukou.html 

※ 高齢者虐待や、報酬の不正請求が疑われる場合、事前に連絡をせず監査を実施す

ることがあります 
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２ 夜間対応型訪問介護とは  

※法改正による変更点あり 

 

１ 夜間対応型訪問介護とは  

〇夜間対応型訪問介護は、夜間において、定期的な巡回、または通報によりその者の居

宅を訪問し、排せつの介護、日常生活上の緊急時の対応その他の夜間において安心し

て居宅生活を送ることができるようにするための援助です。 

 

〇夜間対応型訪問介護事業所は、定期巡回サービスとオペレーションセンターサービス、

随時訪問サービスを一括して提供しなければなりません。 

 

〇利用者はケアコール端末を有していることが条件となります。ケアコール端末を持た

ず、定期巡回サービスのみの利用であれば、夜間対応型訪問介護ではなく、通常の訪問

介護を利用していることとなります。 

 

２ サービス提供時間について  

〇サービス提供時間は各事業所において設定するものですが、次の２点にご留意くださ

い。 

・22 時から 6 時までの間は最低限含むこと 

・8 時から 18 時までの時間帯を含まないこと 

  

 

３ オペレーションセンターについて  

〇オペレーションセンターは通常の事業の実施地域内に１か所以上設置しなければなり

ません。 

 

〇オペレーションセンターと事業所は同一の場所が望ましいです。しかし、連携が確保

されており、業務に支障がない場合は別々の場所に設置しても差し支えありません。 

 

〇定期巡回サービスを行う訪問介護員等が利用者から通報を受けることにより適切にオ

ペレーションセンターサービスを行うことができる場合には、オペレーションセンタ

ーを設置しないことができます。 

 具体的には、利用者の人数が少なく、かつ事業所と利用者の間に密接な関係が築かれ

ていることにより、この場合でも十分な対応を行うことが可能である場合が想定され

ます。 
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４ 法改正による変更点 

地域の実情に応じて、既存の地域資源・地域の人材を活用しながら、サービスの実施を

可能とする観点から、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様に、オペレーターの兼務

や事業所間連携を可能としました。具値的には下記のとおりとなります。 

 

〇 複数の事業所間で、随時対応サービス（通報の受付）を「集約化」すること 

〇 地域の訪問介護事業所等に対し、事業を「一部委託」すること 
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３ 人員基準について  

 

１ オペレーターの人員基準 ※法改正による変更点あり  

 

(1)資格要件 

資格 実務経験 

介護福祉士、社会福祉士 

不要 医師、看護師、准看護師、保健師 

介護支援専門員 

上に定める資格を有するオペレーター、ま

たは当該事業所の看護師等と緊密な連携を

確保できる者 

サービス提供責任者として１年以上の従事経験

（初任者研修、及びヘルパー２級で、サービス

提供責任者に従事していた場合は３年以上） 

 

※オペレーションセンターを設置しない場合は、オペレーターは訪問介護員等の資格を

有する者でも従事することができます。 

 

(2)基準について  

 

   

 

① 事業所に常駐している必要はなく、定期巡回サービスを行う訪問介護員等に同行し、

地域を巡回しながら対応することも可能です。 

 

② 原則として、オペレーター業務に専従する必要がありますが、利用者の処遇に支障が

ない場合は、以下の職務に従事することができます。 

 

・当該事業所の定期巡回サービス 

・同一敷地内の訪問介護事業所・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務 

・利用者以外からの通報を受ける業務 

 

 

(2)法改正による変更点 

 法改正により、オペレーターの配置の基準が一部緩和されました。内容については以下

のとおりです。 
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〇 併設施設等（短期入所生活介護、短期入所療養介護、（地域密着型）特定施設、（地域密 

着型）特養、老健、介護医療院、介護療養型医療施設、小規模多機能、グループホーム、 

看護小規模多機能）の職員と兼務すること  

 

〇 随時訪問サービスを行う訪問介護員等と兼務すること 

 

 

２ 訪問介護員等の人員基準  

 

(1) 資格要件 

以下の資格を保有もしくは研修を修了していれば、訪問介護員として従事することがで

きます。 

 

介護福祉士、保健師、看護師、准看護師、実務者研修、介護職員基礎研修、 

介護職員初任者研修、訪問介護員研修１、２級課程 

 

(2) 定期巡回サービスを行う訪問介護員等 

員数については具体的に定められてはいませんが、必要な員数を確保することとされ

ています。 

 

(3) 随時訪問サービスを行う訪問介護員等 

① 提供時間を通じて１以上配置してください。 

② 原則として、随時訪問サービスを行う訪問介護員として専従する必要がありますが、

定期巡回サービスや同一敷地内の訪問介護事業所・定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所の職務に従事することもできます。 

 

３ 面接相談員の人員基準  

① 面接相談員は、利用者からの通報を受けた場合に適切に対応するようにする観点か

ら、日中の面接等を通じて利用者の状況を把握するために配置することとされてい

ます。 

あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握するため利用者の

面接を行うとともに、１か月～３か月に１回程度利用者宅を訪問し、利用者の心身

の状況等的確な把握に努め、利用者に対し適切な相談や助言を行ってください。 

② 面接相談員は、オペレーターと同様の資格または、同等の知識経験を有する者を配

置するよう努めることが必要です。 
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③ 面接を適切に行うために必要な人員を配置すればよいため、夜間勤務のオペレータ

ーや訪問介護員等が従事することもできます。 

④ 最低勤務時間は定められていませんが、必要な時間数の勤務を確保してください。 

 

４ 管理者の人員基準  

 

① 夜間対応型訪問介護の管理者には、資格に関する要件はありません。 

② 管理者は原則として常勤専従となっていますが、管理業務に支障のない場合は、当該

事業所のオペレーションセンター従業者や訪問介護員等としての職務に従事すること

ができます。 

③ 日中のオペレーションセンターサービスを実施する場合で、訪問介護事業所を一体的

に運営している場合には、訪問介護事業所の職務に従事することもできます。また、

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を一体的に運営している場合には、以下の

場合で管理業務に支障がないときには他の職務を兼ねることができます。 

・訪問介護、訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の指定を併せて受け、同

一の事業所においてそれぞれの事業が一体的に運営されている場合の、当該訪問介護、

訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務に従事する場合 

・同一敷地内または道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所の管理業務に支障がな

いと認められる範囲内に他に事業所、施設等がある場合に、当該他の事業所、施設等

の管理者または従事者としての職務に従事する場合 

 

５ Ｑ＆Ａ  

  

Ｑ 管理者は常勤専従であるが、事業所の夜間の営業時間帯に必ず出勤しなければなら

ないのか。 

Ａ 管理者は必ずしも夜間の営業時間帯に勤務している必要はないが、サービスが適切

に行われているかを把握し、事業所全体を管理できるような勤務体制を確保しつつ、

常勤専従で従事することが必要です。ただし、管理業務に支障がない範囲での事業所

の他の職務を兼ねることができます。 
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４ 運営基準について 

 

１ 具体的取扱方針  

① 定期巡回サービスの提供に当たっては、夜間対応型訪問介護計画に基づき、利用者が

安心して居宅生活を送るのに必要な援助を行うものとされています。 

 

② 随時訪問サービスを適切に行うため、オペレーションセンター従業者は、利用者の面

接及び１か月～３か月に１回程度の利用者宅への訪問を行い、随時利用者の心身の状

況、環境等の的確な把握に努め、利用者または家族に対し、適切な相談や助言を行っ

てください。 

 

③ サービスの提供にあたり、利用者から合鍵を預かる場合には、その管理を厳重に行う

とともに、管理方法、紛失した場合の対処方法その他必要な事項を記載した文書を利

用者に交付してください。 

 

 

２ 夜間対応型訪問介護計画の作成について  

① オペレーションセンター従業者（オペレーションセンターを設置しない場合は訪問介

護員等）は利用者の状況をアセスメントし、それに基づき定期巡回サービス・随時訪

問サービスの援助の方向性や目標を明確にし、担当する訪問介護員等の氏名、サービ

スの具体的な内容、各サービス工程の所要時間、日程等を明らかにした夜間対応型訪

問介護計画を作成する必要があります。 

また、夜間対応型訪問介護計画は、ケアプランに沿って作成しなければなりません。 

 

② オペレーションセンター従業者は、夜間対応型訪問介護計画の目標や内容等について

利用者または家族にわかりやすく説明し、利用者の同意を得なければなりません。 

※利用者家族氏名の署名のみでは、利用者の同意とはみなせません。家族等が代筆をす

る場合には利用者署名の代筆を受けたうえで「代筆 続柄 氏名」などと記載してく

ださい。 
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③ オペレーションセンター従業者は、計画の作成後、実施状況の把握を行い、必要に応

じて計画の変更を行います。なお、必要に応じて訪問介護員等に対して助言、指導等

必要な管理を行ってください。 

 

３ 運営規程について  

〇運営規程には、以下の事項を定めておかなければなりません。 

① 事業の目的及び運営の方針 

② 従業者の職種、員数及び職務の内容（員数が〇名以上という記載は不可） 

③ 営業日及び営業時間 

④ 指定夜間対応型訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額 

⑤ 通常の事業の実施地域 

⑥ 緊急時等における対応方法 

⑦ 合鍵の管理方法及び紛失した場合の対応方法 

⑧ その他運営に関する重要事項 

 

４ 重要事項説明書について  

〇重要事項説明書には、以下のような利用申込者がサービスを選択するために必要な事項

を定めておかなければなりません。 

① 運営規程の概要 

② 従業者の勤務体制 

③ 事故発生時の対応 

④ 苦情処理の体制 

⑤ 提供するサービスの第三者評価の実施状況（実施有無、実施した直近の年月日、

実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況） 
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５ 記録の整備について  

文書の保存年限について、札幌市の条例は、厚生労働省令よりも厳しい基準になってい

ますのでご留意ください。 

書類 札幌市条例 厚生労働省令 

夜間対応型訪問介護計画  当該記録に係る介護給付があった日か

ら５年を経過した日のいずれか遅い日 

 

 

完結の日から２年

を経過した日 

サービス提供記録 

市町村への通知に係る記録  

完結の日から２年を経過した日 苦情の内容等の記録 

事故の状況及び処置の記録 

 

なお、令和２年４月１日より、「完結の日」の解釈について、従来の「利用者のサービス

が終了した日（契約の終了日）」から、「当該記録の作成目的が果たされた日」に変更しま

した。 

具体的には、苦情対応記録や事故報告書等の記録については、「当該記録に係る対応が終

了した日」、計画書やサービス提供記録等の報酬請求関係書類については、「当該記録に係

る介護給付があった日」となります。 

 この変更により、契約終了前であっても、保存年限を経過した記録を廃棄することが可

能となりました。 

 

６ 勤務体制の確保について  

(1) 勤務表について 

① 原則として、事業所ごとに月ごとの勤務表（予定と実績の 2 種類）を作成し、オペ

レーションセンター従業者・訪問介護員等については、「日々の勤務時間」「職務の内

容」「常勤・非常勤の別」「管理者との兼務関係」等を明確にする必要があります。 

※「日々の勤務時間」には、勤務時間数と勤務時間帯のいずれも含まれます。一方し

か記載していない場合などには、基準を満たした配置となっているかが不明となって

しまいますので、ご留意ください。 

 

② 札幌市ホームページからダウンロードできる勤務形態一覧表（参考様式１－１【時間】

及び【シフト】）で勤務表を作成する場合、様式内にこれらの明確にすべき項目が網

羅されていますが、事業所独自の勤務表様式を使用する場合は、これらの項目に漏れ

がないよう、特に留意して作成してください。 

勤務形態一覧表掲載ページ（ページ内中段） 
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ＵＲＬ：http://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/k221_3henko.html 

 

(2)サービス提供について 

① 夜間対応型訪問介護は、定期巡回サービス及び随時訪問サービスを事業所の訪問介

護員等により提供しなければならなりません。ただし、随時訪問サービスについて

は、他の訪問介護事業所との連携を図ることにより効果的な運営を期待できる場合

であって、利用者の処遇に支障がないときは、他の訪問介護事業所の訪問介護員等

に行わせることができます。 

この場合、夜間対応型訪問介護事業所が随時訪問サービスの出来高部分も含めて報

酬請求を行い、その中から随時訪問サービスに係る委託料を支払うことになります。

なお、定期訪問サービスの委託はできませんのでご注意ください。 

② 上記にかかわらず、夜間対応型訪問介護事業所と定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所を一体的に運営している場合であって、利用者の処遇に支障がないとして

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業の一部が訪問介護事業所や夜間対応型訪

問介護事業所に委託されている場合に限り、夜間対応型訪問介護の定期巡回サービ

ス、オペレーションセンターサービスの事業の一部を訪問介護事業所や夜間対応型

訪問介護事業所に委託することができます。 

 

７－１ 秘密保持等 （従業者の秘密保持）   

 

(1)よくある指摘事項 

〇従業者から秘密保持に関する誓約書をもらっていない。 

〇誓約書をもらっているが、退職後の秘密保持についての記載がない。 

 

(2) 基準について 

① 事業者は、従業者が正当な理由がなく、その業務上知りえた利用者又は家族の個人情

報を漏らすことがないよう、従業者から誓約書をとる等の必要な措置を講じる必要が

あります。 

② 基準上、在職中については、従業者自身が利用者等の個人情報を漏らしてはならない

とされ、退職後については事業者が、元従業者に対して、個人情報を漏らさぬよう措

置を講じる必要があるとされています。 

③ そのため、誓約書をもらっていても、在職中の秘密保持のみしか記載されていなけれ

ば不十分なものとなります。 

実地指導では、雇用時と退職時の２度にわたって誓約書をもらっている事例も散見さ

れますが、退職時の誓約書をもらい忘れている事業所が見られます。 
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このようなことが起こらないよう、誓約書については「在職中」と「退職後」のいず

れにおいても、利用者等の秘密を保持するよう雇用時に誓約をさせる対応をお願いい

たします。 

④ また、秘密保持に関して誓約を得るとともに、例えば違約金についての定めをおくな

どの措置を講ずべきこととされています。誓約書にて違約金について記載するか、も

しくは就業規則等にて定めておくようお願いいたします。 

各事業所におかれましては、誓約書の取り漏れ等ないよう、十分にご留意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

７－２ 秘密保持等 （利用者及び家族同意）   

 

(1)よくある指摘事項 

○個人情報利用について、利用者本人から同意を得ているが、利用者家族からの同意を

得ていなかった。 

 

(2）基準について 

① サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の、利用者

の家族の個人情報を用いる場合は、利用者の家族の同意を、あらかじめ文書により得

ておかなければなりませんが、実地指導では、利用者本人の同意しか得ていないのに

家族の個人情報を使用している事例が散見されます。 

② 原則的には個人情報を利用する家族全員からの同意を得ることが望ましいですが、家

族全員から同意を得ることが現実的に難しい場合は、利用者家族一名から、家族代表

として同意をもらい、これをもって、他の家族からの同意を得たものと取り扱っても

差し支えありません。 

③ なお、実地指導では、同意書様式に「利用者家族」の代わりに「代理人」欄を設定し、

そこに家族からの同意を得ている事例が散見されますが、「代理人」はあくまで「利用

者の代理人」としての同意となりますので、基準上求められる「家族」としての同意

とは異なります。そのため、「利用者家族」の同意欄を設けた上で、利用者家族として

の個人情報利用同意を必ず得るようにしてください。
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④ 各事業所におかれましては、適切に「利用者」、「利用者家族」の双方から、個人情報

利用の同意を得ていくようお願いいたします。
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個人情報使用の同意書の様式例 

 

不適切な様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改善後の様式（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人情報利用同意書 

 

私の個人情報について… 

 

 

 

 

上記の内容について同意します。 

令和○年○月○日  

利用者      印   

代理人      印   

問題点① 

個人情報を利用する対

象に家族が入っていな

い。または対象として

いるか不明確。 

問題点② 

同意欄に「家族」の同

意欄がない。 

個人情報利用同意書 

 

私（利用者及びその家族）の個人 

情報について… 

 

 

 

 

上記の内容について同意します。 

令和○年○月○日  

利用者       印 

家族（続柄 ）   印 

代理人       印 

改善点① 

個人情報を使用する対

象に「家族」を盛り込

んだ。 

改善点② 

同意欄に「家族」の同

意欄を盛り込んだ。 
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５ 介護報酬の算定における留意事項  

※法改正による変更点あり 

 

１ 夜間対応型訪問介護の基本報酬について  

(1) 夜間対応型訪問介護費Ⅰ 

・オペレーションセンターサービスに相当する部分のみを基本夜間対応型訪問介護費とし

て月額報酬とし、定期巡回サービス・随時訪問サービスについては出来高での請求となり

ます。 

・この請求方法は、オペレーションセンターを設置し、利用者にコール端末を配布して通

報を受けることができる体制を確保している場合にのみ算定できます。 

・定期巡回サービス費、随時訪問サービス費については、訪問介護と異なり、サービス提

供の時間帯、１回あたりの時間の長短、具体的なサービス内容等にかかわらず、１回の訪

問ごとに所定の単位数を算定します。そのため、訪問介護のように２時間未満の身体介護

の時間を合算することはありません。 

 

(2) 夜間対応型訪問介護費Ⅱ 

・定期巡回サービス、オペレーションセンターサービス、随時訪問サービスのすべてを包

括しての月額報酬となります。 

・オペレーションセンターを設置しない事業所は、夜間対応型訪問介護費Ⅱの算定になり

ます。 

・オペレーションセンターを設置する事業所は、夜間対応型訪問介護費ⅠとⅡのいずれか

を選択できます。 

 

(3) 夜間対応型訪問介護と通常の訪問介護の併用 

① 夜間対応型訪問介護費Ⅰを算定している場合 

定期巡回サービスと随時訪問サービスは出来高による算定なので、他の訪問介護事業

所のサービスを利用していた場合でも、それぞれ請求を行うことができます。 

② 夜間対応型訪問介護費Ⅱを算定している場合 

月額報酬であることから、夜間対応型訪問介護事業所の営業日及び営業時間中に他の

訪問介護事業所のサービスを利用した場合には、その訪問介護事業所における訪問介

護費を算定することができません。 
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２ 日割りの算定について  

（1）基準について 

月額報酬での請求の場合、以下のような事由がある場合には日割りの算定となります。 

 月途中の事由 起算日 

開
始 

・サービス事業所の変更（同一サービスのみ） 

・事業所指定効力停止の解除 

・利用者の登録開始（前月以前から継続している場合を除く） 

契約日 

公費適用の有効期間開始 開始日 

生活保護単独から生活保護併用への変更（65 歳になって被保険者資

格を取得した場合 

資格取得日 

終
了 

・サービス事業所の変更（同一サービスのみ） 

・事業所指定有効期間満了 

・事業所指定効力停止の開始 

・利用者との契約解除 

契約解除日 

公費適用の有効期間終了 終了日 

 

〇日割り計算用サービスコードがない加算や減算は、日割り計算は行なわず以下のとおり

となります。 

・月の途中で事業者の変更がある場合は、変更後の事業者のみ算定可能 

・月の途中で要介護度に変更がある場合は、月末における要介護度に応じた報酬を算定 

・月の途中で生活保護単独から生活保護併用に変更がある場合は、生活保護併用で算定 

 

（2）関連通知（緑本Ｐ1332） 

 「月額包括報酬の日割り請求にかかる適用」（平成 30 年 3月 30 日老健局介護保険計画課・

老人保健課/事務連絡・Ⅰ資料９） 
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（3）Ｑ＆Ａ 

 

 

 

３ 24 時間通報対応加算について  

① 以下を満たしている場合、日中においてもオペレーションセンターサービスの利用を

希望する利用者に対して算定ができます。 

・日中においてオペレーションセンターサービスを行うために必要な人員を確保している

こと 

・利用者からの通報を受け、緊急の対応が必要な場合に連携する訪問介護事業所に速やか

に連絡する体制を確保し、必要に応じて訪問介護が実施されること 

・利用者の夜間・日中の同居家族等の状況、在宅サービスの利用状況等を把握しているこ

と 

・利用者の通報について、通報日時、通報内容、具体的対応の内容について記録を行って

いること 

 

 

Ｑ 月途中で入院した場合の算定はどうしたらよいか。また、その翌月は月を通じて入

院していたが、この場合夜間対応型訪問介護費は算定できるか。 

Ａ 入院後も契約が継続している場合には、入院期間中も含めて夜間対応型訪問介護費

を算定することができます。ただし、歴月を通じて入院する場合には、その月の夜間

対応型訪問介護費は算定することができません。 

例）4/15 に入院し、6/5 に退院となり、入院期間中も利用契約は継続している場合の請

求は以下のとおりとなる。 

 4 月→月額報酬（日割りしない） 

 5 月→算定しない 

 6 月→月額報酬（日割りしない） 

Ｑ 短期入所生活介護を利用している月は、夜間対応型訪問介護費は算定できるか。 

Ａ １か月を通じて短期入所生活介護を利用し、自宅にいない場合には、夜間対応型訪

問介護費Ⅰ、Ⅱともに算定ができない。 

  ただし、１か月を通じての短期入所生活介護の利用でない場合は、夜間対応型訪問

介護費Ⅰの基本夜間対応型訪問介護費と夜間対応型訪問介護費Ⅱの月額報酬は、日割

りせずに月額報酬がそのまま算定可能となります。 
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② 利用者からの通報によりオペレーションセンター従業者が訪問を必要と判断した場合

は、訪問介護事業所に情報提供を行ってください。 

情報提供を受けた訪問介護事業所は、緊急時訪問介護加算の取り扱いに従い、必要な

訪問介護を行います。したがって、利用者は事前に連携先の訪問介護事業所とサービ

スの利用に係る契約を締結しておく必要があります。 

 

４ 指定夜間対応型訪問介護事業所と同一の敷地内、若しくは隣接する敷地内の建

物、若しくは指定夜間対応型訪問介護事業所と同一の建物（同一敷地内建物等）に

居住する利用者に対する取扱い  

 

(1)基準について 

① 同一敷地内建物等居住者にサービス提供する場合の減算対象となる建物について、下記

Ａ、Ｂ、Ｃに該当する場合は、建物の種類は問わず、すべての建物が減算対象です。 

 

 

Ａ 事業所と建物が同一敷地内 

にあるか、隣接する敷地内に

事業所と建物がある 

 

 

⇒建物入居者は100分の90減算 

 

 

 

Ｂ 事業所と建物が同一敷地内にある 

か、隣接する敷地内に事業所と建物

があり、利用者が 1月あたり 50名

以上居住している 

 

⇒建物居住者は 100 分の 85 減算 
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Ｃ 事業所と建物が離れていて、利用者が１月あたり 20 名以上居住し

ている 

 

⇒建物入居者は 100 分の 90 減算 

 

② 夜間対応型訪問介護費Ⅰを算定する場合は、定期巡回サービスと随時訪問サービスを

行った際の単位数から減算となります。そのため、基本夜間対応型訪問介護費は減算

とはなりません。 

夜間対応型訪問介護費Ⅱを算定する場合には月額報酬が減算となります。 

 

③ Ｂ、Ｃで用いる利用者数とは１月間（暦月）の利用者数の平均を用います。 

※１日ごとの該当する建物に居住する利用者の合計を、その月の日数で割ることにより、

算出します。 

 

(2)留意事項 

 ・(1)①Ａ～Ｃのいずれかの要件に該当する場合には、自主的に減算してください。減算が

漏れている場合には、過誤調整の対象となります。 

 ・「同一敷地内又は隣接する敷地内など」に該当するか判断に迷う場合は、必ず事業所で判断

せずに介護保険課（011-211-2972）にご連絡いただき、判断を仰いでください。 

 

(3)減算となる場合のイメージ 

（「訪問介護事業所」との記載は、「夜間対応型訪問介護事業所」と読み替えてください） 
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（出典：厚生労働省資料） 
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５ サービス提供体制強化加算について  

 

(1)指導事項例 

〇従業者ごとの個別研修計画と事業所全体の研修計画を混同し、個別研修計画の作成を

していない。 

 

(2)基準について 

算定にあたっては、下記のとおりの要件を満たす必要があります。また、②～④は共通

の要件となります。 

 

① 各加算において下記のとおり要件を満たすこと 

※なお、前年度の実績（4月～翌 2月の 11 か月分）で計算し、判断します。 

加算 資格要件・勤続年数要件 単位数 

加算Ⅰ（新設） 介護職員の総数のうち、以下のいずれかに該当する

こと。 

・介護福祉士 60%以上 

・勤続 10年以上介護福祉士 25％以上 

 

1 回：22 単位 

1 月：154 単位 

加算Ⅱ 

（改正前の加算Ⅰ

イ相当） 

以下のいずれかに該当すること 

・介護職員の総数のうち、介護福祉士 40％以上 

・介護職員の総数のうち、介護福祉士、実務者研修 

修了者、基礎研修修了者の占める割合が 60％以上 

 

1 回：18 単位 

1 月：126 単位 

加算Ⅲ 

（改正前の加算Ⅰ

ロ、Ⅱ、Ⅲ相当） 

以下のいずれかに該当すること 

・介護職員の総数のうち、介護福祉士が 30％以上ま

たは介護福祉士、実務者研修修了者、基礎研修修

了者の占める割合が 50％以上 

・介護職員のうち、勤続 7年以上の者の割合が 30％

以上 

 

1 回：6 単位 

1 月：42 単位 

 

② 訪問介護員等ごとの個別研修計画を作成し、研修を実施または予定していること 

個別研修計画は、従業者の資質向上のための研修内容と研修実施のための勤務体制の

確保を定め、個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定めなければな

りません。 

事業所としての全体研修等とは別に、個別の従業者ごとの研修計画を作成する必要が

あります。 

 

③ 利用者に関する情報や留意事項の伝達、または従業者の技術指導を目的とした会議を

定期的に開催していること 

〇会議はすべての従業者が参加しなければなりません。なお、一堂に会して開催する必

要はなく、いくつかのグループに分かれて開催することもできます。 
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〇定期的とは、おおむね１か月に１回以上とされています。 

〇会議の開催状況や概要、出席者について記録を行ってください。 

〇利用者に関する情報、もしくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達においては、

次の事項についての変化の動向を含めて記載しなければなりません。 

 

 

   

 

 

 

 

 

④ すべての従業者に対して健康診断を１年に１回以上、事業主負担で実施していること 

 

(3)留意事項 

〇新規事業所等で前年度の実績が６か月未満の事業所は、前３か月の平均を用いることが

できます。したがって、新規事業所は事業開始から４か月目以降に届出が可能となりま

す。 

（最短で算定できる例） 

4/1 事業開始→４～６月の実績で 7/15 までに届出→８月から算定できる 

〇前３か月で届け出た場合は、当該年度中は毎月継続的に割合を維持しなければならず、

割合を確認した記録を毎月残す必要があります。確認の結果、要件を満たさなかった場

合はすみやかに加算を取下げてください。 

〇職員の割合については年度末において次年度の算定可否を確認し、記録に残しておくよ

うにしてください。 

〇資格については、各月の前月末時点で資格を取得または研修を修了している者とされて

います。 

〇勤続年数の計算にあたっては以下のとおりとなっています。 

・当該事業所の勤務年数に加えて、同一法人等の経営する事業所等でサービスを直接提供

する職員として勤務した年数を含めることができます。 

・勤続年数は各月の前月末時点における勤続年数とされています。 

・産休や介護休業、育児休業期間中についても勤続年数に含めることができます。 

  

・利用者のＡＤＬや意欲 

・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望 

・家庭環境 

・前回のサービス提供時の状況 

・その他サービス提供にあたっての必要な事項 
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６ 認知症専門ケア加算について ※新設 

 (1)注意事項 

〇「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を

必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する利用者

を指すものとする。 

〇認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が２分の１以上の算定方法は、算定日が

属する月の前３月間の利用者実人員数又は利用延人員数（要支援者を含む）の平均で算

定すること。また、届出を行った月以降も、直近３月間の認知症高齢者の日常生活自立

度Ⅲ以上の割合につき、毎月継続的に所定の割合以上であることが必要である。その割

合は、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに届出を提

出しなければならない。 

〇認知症介護に係る適切な研修とは、「認知症介護実践リーダー研修」、日本看護協会認

定看護師教育課程「認知症看護」の研修、日本看護協会が認定している看護系大学院の

「老人看護」及び「精神看護」の専門看護師教育課程、日本精神科看護協会が認定して

いる「精神科認定看護師」を指す。 

〇「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」の実施に当たって

は、全員が一堂に会して開催する必要はなく、いくつかのグループ別に分かれて開催す

ることで差し支えない。また、「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に

係る会議」は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個

人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱

いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドラ

イン」等を遵守すること。 

〇「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実

施について」、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知

症介護指導者研修」及び認知症看護に係る適切な研修を指すものとする。 

 

(1)基準 

【認知症専門ケア加算（Ⅰ）算定要件】 

・利用者の利用者の総数のうち、日常生活に支障を来す恐れのある症状、若しくは行動が

認められることから介護を必要とする認知症の者（日常生活自立度Ⅲ以上の者）の占め

る割合が２分の１以上 

・認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、対象者（日常生活自立度Ⅲ以上の

者）の数が 20 人未満である場合にあっては１以上、当該対象者の数が 20 人以上である

場合にあっては、１に当該対象者の数が 19 を超えて 10 又はその端数を増すごとに１を

加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施していること 

・事業所の従業員に対して、認知症ケアに関する留意事項伝達、または技術的指導に係る

会議を定期開催していること 
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【認知症専門ケア加算（Ⅱ）算定要件】 

・加算（Ⅰ）の基準のいずれにも適合すること 

・認知症介護の指導に係る専門的な研修（認知症介護指導者養成研修）を修了している者

を１名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施していること 

・訪問介護員等ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、研修を実施、または実施を

予定していること 
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５ 介護職員処遇改善加算について 
  

・介護職員処遇改善加算は、介護職員の賃金改善に充てる加算であり、基本給、手当、賞

与等の改善を実施するためのものです。賃金改善の実施は、事前に策定した計画のとおり

行ってください。また、事業所が満たすキャリアパス要件については、全ての介護職員に

周知することが加算の要件のひとつです。 

 

！！重要！！ 加算を取得するにあたり、事業所は以下のことを求められます 

・賃金改善を行う方法等について、『介護職員処遇改善計画書』を用いて職員に周知する 

・就業規則等の内容について職員に周知する 

・介護職員から加算に関係する賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員について

の賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答する 

 

別途通知「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提

示について」〔令和３年３月 16日老発 0316 第４号〕（抜粋） 

２（２）① 賃金改善の考え方について 

  介護サービス事業者等は、処遇改善加算等の算定額に相当する介護職員の賃金（基本給、

手当、賞与等（退職手当を除く。以下同じ。）を含む。）の改善（以下「賃金改善」という。）

を実施しなければならない。 

賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行うものと

する。この場合、７⑵の届出を行う場合を除き、特定した賃金項目を含め、賃金水準（賃金

の高さの水準をいう。以下同じ。）を低下させてはならない。また、安定的な処遇改善が重

要であることから、基本給による賃金改善が望ましい。 

② 賃金改善に係る留意点 

  処遇改善加算等を取得した介護サービス事業者等は、処遇改善加算等の算定額に相当する

賃金改善の実施と併せて、取得する加算に応じた基準を満たす必要がある。なお、当該基準

の達成に向けて取り組む費用については、算定要件における賃金改善の実施に要する費用に

含まれないものであることに留意すること。 

 

９（１） 賃金改善方法の周知について 

  処遇改善加算等の届出を行った事業所は、当該事業所における賃金改善を行う方法等につ

いて計画書を用いて職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても職員に周知する

こと。 

また、介護職員から処遇改善加算等に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職

員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答すること。 
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10 処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)の廃止について 

  処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)は令和３年３月 31日で廃止する。 

ただし、令和３年３月 31 日時点で算定している事業所については、令和４年３月 31日ま

で算定できるものとする（以下、略）。  
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６ 介護職員等特定処遇改善加算について 
 

・介護職員等特定処遇改善加算は、令和元年 10月より新設された新加算です。 

・経験・技能のある職員に重点化を図りながら、他の介護職員などの処遇改善にも充てる

ことができる加算であり、基本給、手当、賞与等の改善を実施するためのものです。賃金

改善の実施は、事前に策定した計画のとおり行ってください。 

（１） 配分対象と配分方法 

① 賃金改善の対象となるグループ 

ａ 経験・技能のある介護職員 

介護福祉士であって、経験・技能を有する介護職員と認められる者をいう。具体的に

は、介護福祉士の資格を有するとともに、所属する法人等における勤続年数 10年以上

の介護職員を基本としつつ、他の法人における経験や、当該職員の業務や技能等を踏ま

え、各事業所の裁量で設定することとする。 

ｂ 他の介護職員 

経験・技能のある介護職員を除く介護職員をいう。 

ｃ その他の職種 

 介護職員以外の職員をいう。 

※賃金改善後の賃金見込額が年額 440 万円を上回らないこと。 

  ※本部の人事、事業部で働く者など、法人内で介護に従事していない職員についても、

その事業所における業務を行っていると判断できる場合には含めることができる。 

  ②事業所における配分方法 

・経験・技能のある介護職員のうち１人以上は、賃金改善に要する費用の見込額が月

額平均８万円以上、又は賃金改善後の賃金の見込額が年額 440 万円以上であること。 

      ただし、既に賃金が年額 440 万円以上の者がいる場合には、上記の条件を新たに満

たす必要はありません。 

      そのほか、当該賃金改善が困難な場合は合理的な説明を計画書に記載することによ

り、例外的に上記要件を満たしていないことが認められます。 

      （例）小規模事業所等で加算額全体が少額である場合、職員全体の賃金水準が低い事

業所などで、直ちに一人の賃金を引き上げることが困難な場合等 

・当該事業所におけるａ経験・技能のある介護職員の賃金改善に要する費用の見込額

の平均が、ｂ他の介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均と比較し高いこと

が必要です。 

・ｂ他の介護職員の賃金改善に要する費用の見込み額の平均が、ｃその他の職種の賃        

金改善に要する費用の見込額の２倍以上であることが必要です。 
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     ・ｃその他の職種の賃金改善後の賃金の見込額が年額 440 万円を上回らないこと。賃         

金改善前の賃金がすでに年額 440 万円を上回る場合には、当該職員は特定加算による

賃金改善の対象となりません。 

・ただし、ｃその他の職種の平均賃金額がｂ他の介護職員の平均賃金額を上回らない

場合は柔軟な取扱いを認め、両グループの平均賃金改善額が等しくなる（１：１）ま

での改善が可能となります。 

  配分方法のイメージ

 

 

（２） 賃金改善以外の要件 

① 介護福祉士の配置等要件（特定加算Ⅰのみ）：サービス提供体制強化加算の(Ⅰ)又は

(Ⅱ)の区分（訪問介護にあっては特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)、特定施設入居者生活

介護等にあってはサービス提供体制強化加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)又は入居継続支援加算

(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)、地域密着型通所介護（療養通所介護費を算定する場合）にあって

はサービス提供体制強化加算(Ⅲ)イ又は(Ⅲ)ロ、介護老人福祉施設等にあってはサー

ビス提供体制強化加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)又は日常生活継続支援加算）の届出を行って

いること。 

② 処遇改善加算要件：処遇改善加算のⅠ～Ⅲを取得していること 

③ 職場環境等要件：届出の計画に係る計画の期間中に実施する処遇改善（賃金改善を除

く。）の内容を全ての職員に周知していること。この処遇改善については、複数の取組

を行うこととし、「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支

援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」、「生産性の向

上のための業務改善の取組」及び「やりがい・働きがいの醸成」の区分ごとに１以上

の取組を行うこと。なお、令和３年度においては、６の区分から３の区分を選択し、
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それぞれで一以上の取組を行うこと。処遇改善加算と特定加算において、異なる取組

を行うことまでを求めるものではないこと。 

④ 見える化要件：特定加算に基づく取組について、ホームページ等への掲載等により掲

載していること。なお当該要件については、令和４年度から算定要件となっている。 

 （３）参考通知 

 ・「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につい

て」〔令和３年３月 16 日老発 0316 第４号〕（抜粋） 

 ・2019 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（VOL.１）〔平成 31 年４月 12日〕 

 ・2019 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（VOL.２）〔令和元年７月 23 日〕 

・2019 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（VOL.３）〔令和元年８月 29日〕 

・令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（VOL.１）〔令和３年３月 19 日〕 

・介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関するＱ＆Ａの送付について〔令

和３年６月 29日〕 
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８ 高齢者虐待防止に関する取組・身体拘束について 

高齢者虐待に関しては、単に１施設、１職員が引き起こした事件として終わらせることなく、

各事業者において、同様な案件が起きないよう対応に努めてください。 

重大事故や問題が発生した場合には、事業所と法人が連動して速やかに事実関係や原因を究

明するとともに、必要な場合は札幌市へ報告を行い、根本的な再発防止策に取り組んでくださ

い。 

【参考】 

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 

（平成 18 年 4 月 1 日施行） 

「高齢者虐待」 ①養護者による高齢者虐待 

②養介護施設従事者等による高齢者虐待 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○高齢者虐待防止に関する取組（法第 20 条）～養介護施設設置者、養介護事業を行う者～ 

・養介護施設従事者等の研修を実施すること 

・利用者や家族からの苦情の処理の体制を整備すること 

・その他の養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止のための措置を講じること 

例）虐待防止委員会の設置・運営、高齢者虐待防止マニュアル、身体拘束防止の手引の整

備など 

 

 

 

 

 

「養介護施設従事者等による高齢者虐待」とは・・・ 
 

○ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行
を加えること。 
○ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置そ
の他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。 
○ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他
の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 
○ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわい
せつな行為をさせること。 
○ 高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から
不当に財産上の利益を得ること。（高齢者虐待の防止、高齢者
の養護者に対する支援等に関する法律 第２条第５項 抜粋） 
 



32 
 

○通報の義務（法第 21条）～養介護施設従事者等～ 

・業務に従事する養介護施設及び事業所において、虐待を受けたと思われる高齢者を発見し

た場合は、速やかに市町村に通報しなければならない 

秘密漏洩罪その他守秘義務違反にはあたらない 

 

・養介護施設従事者等は、高齢者虐待の通報をしたことを理由として、解雇その他不利益な

取り扱いを受けない 

 

○通報等を受けた場合の措置（法第 24条）～市町村長又は都道府県知事～ 

・法第 21 条の規定による通報等を受けたときは、市町村長又は都道府県知事は、養介護施設

の業務又は養介護事業の適正な運営を確保することにより、当該通報又は届出に係る高齢

者に対する養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護を図るため、

老人福祉法又は介護保険法の規定による権限を適切に行使するものとする。 

 

○高齢者虐待防止・身体拘束禁止に係る研修教材例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「教育システム」は次の URL から無料でダウンロードできます 

 研修等で読み合わせを行う等、適宜ご活用ください。 

  http://www.dcnet.gr.jp/support/study/ 
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「身体拘束」について・・・ 
 

 指定居宅サービス事業者等は、利用者の意思及び人格
を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービス提供に
努めなければならないため『緊急やむを得ない』場合を
除き、身体拘束を行ってはなりません（緊急やむを得ず、
身体拘束を実施する場合には、以下３要件を満たし、か
つ要件の確認及び手続きが極めて慎重に行うこと）。 
 

『緊急やむを得ない』場合の３要件 
 
○切迫性：利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体
が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。 
 
○非代替性：身体拘束その他の行動制限を行う以外に代
替する介護方法がないこと。拘束以外に方法がない場合
は、本人の状態像等に応じて最も制限の少ない方法によ
り行われなければならない。 
 
○一時性：身体拘束その他の行動制限が一時的なもので
あること。本人の状態像等に応じて最も拘束時間の短い
方法により行われなければならない。 
 
※原則、『緊急やむを得ない』の判断は個人で行わず、
関係者が広く参加したカンファレンスで判断する。 
 
※利用者本人や家族に対し、身体拘束の内容、目的、理
由、時間、期間等をできる限り詳しく説明すること。ま
た身体拘束を実施した際は、様態、時間、利用者の心身
の状況、理由を記録すること。 
 
※『緊急やむを得えず』身体拘束を行う場合についても、
常に観察・再検討し、要件に該当しなくなった場合には
直ちに身体拘束を解除すること。 
 
（「身体拘束ゼロへの手引き」平成 13 年厚生労働省「身体
拘束ゼロ作戦推進会議」発行 参考） 
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１．根拠法令等  

実地指導における指摘事項は「基準条例」「基準省令」及び「告示」の項目に基づいており、

各サービスに関する「基準条例」「基準省令」「告示」及び「解釈通知」は下記ホームページに

掲載されておりますので、ご確認ください。 

 

○基準条例 

本市ホームページ 

http://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/kijyunnjyourei.html 

 

○基準省令・告示・解釈通知 

厚労省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha

/housyu/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 根拠法令及び通知等 
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１０ 変更の届出、加算の届出、廃止・休止の届出 

事業者は、事業所の名称や所在地などの届出事項に変更があったとき、加算や減算な

どの介護給付費算定に係る体制に変更があったとき、事業を廃止又は休止しようとする

ときは、届出を行うことが介護保険法により義務付けられています。 

届出の方法や期限についてはあらかじめ確認しておき、届出が必要な事項が発生した

場合には、速やかに届出を行ってください。 

 

変更届 

○ 届出内容に変更があった場合には「変更届出一覧」により必要書類を

確認の上、変更日から１０日以内に変更届出書を提出してください。 
 
札幌市ホームページ「変更届（地域密着型サービス）」 
http://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/k221_3henko.html 

加算届 

○ 加算の算定の届出 

 
・夜間対応型訪問介護  
 

毎月 15 日以前に届出→翌月から算定可

能 
毎月 16 日以後に届出→翌々月から算定

可能 
ただし、「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」

については、届出日の翌々月 1 日が算定開始日となります。 
 
○ 加算の取り下げ 

  要件を満たさなくなることが明らかになった場合には、速やかに加算

の取り下げの届出を行ってください。 
 
札幌市ホームページ「加算の届出（地域密着型サービス）」 
http://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/t_taisei-todokede.html 

廃止届 
休止届 

○ 廃止又は休止の日の１月前までに届出を行ってください。 

○ 利用者への適切な措置が取れているか確認する必要がありますので、

事前に札幌市へご連絡ください。 

札幌市ホームページ「廃止・休止・再開の届出（地域密着型サービス）」 
http://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/t_haishi.html 

メール 
アドレス

の変更 

○登録されているメールアドレスに変更があった場合には、必要事項 

（1.事業所番号 2.サービス種別 3.事業所名）を記載して電子メールにて届

出を行ってください。 

札幌市役所介護保険課電子メールアドレス【jigyo.shido@city.sapporo.jp】 
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１１ 新型コロナウイルス感染症対策 

 

〇札幌市では介護事業所のみなさまにご確認いただきたい新型コロナウイルス感染症に

関する情報をまとめています。 

 札幌市公式ホームページＵＲＬ：

http://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/shingata_corona.html 

 

ホームページ掲載資料例 

    

 

また、新型コロナウイルス感染症については、厚生労働省からの事務連絡、通知等が

複数発出されています。札幌市公式ホームページにも掲載しておりますので、各事業

所において適宜内容をご確認ください。 

 

〇札幌市保健福祉局では、介護事業所・障害福祉サービス事業所における新型コロナウ

イルス感染症の対策の一助としていただくため、事業所向けの研修動画を作成しまし

た。 

事業所の管理者・施設長のみなさまを始め、利用者へのサービス提供を行う職員のみ

なさまにご視聴いただき、事業所における感染症対策にご活用いただきますようお願

いいたします。 

札幌市公式ホームページＵＲＬ：

http://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/shingata_corona_kensyudouga.html 

 

 


